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１人１台端末の利活用に係る計画 

 

 

１．１人１台端末を始めとする ICT 環境によって実現を目指す学びの姿 

  令和３年１月公表の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子

供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～」やこれらに引き続く政府の

議論等において，子供たちの資質・能力を育成する上で「個別最適な学び」，「協働的な学び」の一層

の充実において，ＩＣＴが必要不可欠であり，端末の活用を「当たり前」のこととし，これから先は

児童生徒自身がＩＣＴを自由な発想で発揚するための環境整備や授業デザインが求められている。 

  上記を踏まえて，本町では「あしたをひらく心豊かでたくましい人づくり」の基本目標を一層推進

するとともに「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」の育成を通して，発達段階に応じた選択や

判断ができる，持続可能な社会の創り手となる人づくりに努めるとともに，学習指導要領の着実な実

施とＩＣＴ活用による「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力」，「学びに向かう力」を育むことと

している。 

 

２．ＧＩＧＡ第 1 期の総括 

  国のＧＩＧＡスクール構想を踏まえ，令和２年度以降，本町小学校９校，中学校４校に合計 1,091

台の１人１台端末，そして全学校における通信ネットワークを整備することで，学校における教科学

習に応じた学びのツールとして１人１台端末の活用を図ってきた。 

  授業における 1 人１台端末の活用については，調べ学習や学習のまとめ，デジタルドリルによる基

礎的・基本的内容の反復練習を中心に定着してきている。また，各学校における情報担当者の研修会

で機器や教育アプリ等の研修会を行うなどＩＣＴ指導能力の向上にも努めてきた。 

  しかしながら，課題も見受けられ，家庭における目的外の利用や端末の故障及び破損の恐れなどの

理由により，児童生徒の端末の持ち帰りについて消極的な学校も見られた。 

  また，時間の経過とともに，バッテリの劣化やスペックの低さ等により活用の利便性も課題となっ

た。これを踏まえ，第２期においては機種の選定を行い更なる IＣＴ環境の充実に努める。 

 

３．１人１台端末の利活用方策 

 ・1 人 1 台端末の整備 

  令和時代における学校の「スタンダード」として，ＧＩＧＡスクール構想による児童生徒１人１台

端末環境を維持するため整備・更新するとともに，これを最大限生かすため，第 1 期の経験を踏ま

えた機器の選定及びネットワーク構築の見直しを行っていく。 

 

 ・個別最適・協働的な学びの充実 

  1 人 1 台端末に標準実装されている学習用ツールのほか，様々な学習者支援ツールやＡＩを活用し

たデジタル教材など多様なツールを活用し，児童生徒の様々な状況に応じた学びを可能にする。「主

体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に生かすとともに，個別最適な学びと、協働的

な学びの展開に取り組む。 

 



・すべての児童生徒の学びの保障 

  不登校の児童生徒や，障害や病気療養中の児童生徒に対し，１人１台端末を活用したオンラインで

の学習参加や指導支援ができる体制を整える。 

端末の持ち帰り学習については，ＡＩドリル等のオフラインで利用可能なものも活用し，デジタル

デバイドによる家庭での利用も推進していく。 

児童生徒の心身の変化を早期発見できるよう，１人１台端末を活用し、いつでも教育相談ができる

仕組みも用意する。 


